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平成 ２ １ 年 度 財 団法 人 尾 瀬保 護 財 団 事 業計 画

（平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで）

１ 実施方針

尾瀬の自然環境及び利用の現況並びに財団のこれまでの取り組みの経緯等を踏まえ、今後の尾

瀬のあるべき姿を展望しながら、尾瀬関係者との緊密な連携の下に、次に掲げる事項を重点目標

として、尾瀬の保護とその適正利用を推進する。

【重点目標】

(1)「尾瀬ビジョン」の普及及び諸対策の実施及び進行管理のための調整

(2) 尾瀬の保全に対する理解の促進及び尾瀬を活用した質の高い環境学習の推進

(3) 拡張区域における保護と適正利用の推進

(4) 平日・分散利用等の推進による尾瀬の保全と入山者の快適性確保

(5) 植生の復元及び至仏山対策の推進

(6) ビジターセンター運営体制の充実による機能強化

(7) 尾瀬認定ガイド制度の推進

(8) 尾瀬に関する積極的な情報発信とそのためのツールの充実

(9) 財団に対するサポート体制の構築・強化

２ 事業計画

(1) 利用者啓発事業

尾瀬の適正利用を進めるため、入山者に対し、尾瀬にふさわしい利用マナーの啓発を行うと

ともに、繊細で貴重な尾瀬の自然について理解を深めるための自然解説等を行う。

① 入山者啓発事業

ア 入山口啓発

尾瀬の環境美化や入山マナーの向上を図るため、主要入山口（鳩待峠口・沼山峠口・大

清水口・滝沢口・馬坂峠口・猿倉口）において、尾瀬ボランティアの協力の下に、入山

、 、 、マナーの啓発 利用案内などを行うとともに 関係自治体や山小屋組合等と連携しながら

ごみの持ち帰り運動等を実施する。

イ 尾瀬ボランティアの活動支援

主要入山口での啓発活動、お話しボランティア（定点解説）など、ボランティア活動の

充実強化を図るため、活動の調整や拠点の整備を行うとともに、尾瀬ボランティアの資質

向上を目的とした研修会等を開催する。

ウ ガイド利用の普及・促進

入山マナーの向上、質の高い自然体験、安全確保等を図るため、ガイド利用の普

及・促進を図る。

(ｱ) 尾瀬認定ガイド制度の支援

ガイド利用による自然体験やエコツアーなどを通して、尾瀬の自然環境の保

護と適正利用を図るため、尾瀬認定ガイド制度について支援を行う。

(ｲ) 尾瀬自然解説ガイド



2

ガイド利用の魅力、有用性等を利用者に啓発し、その普及を図るため、尾瀬自然

解説ガイド（尾瀬ボランティアを母体に養成）によるガイド活動を実施する。ま

た、尾瀬自然解説ガイド養成の研修を実施する。

② 自然解説事業

ア 自然解説事業

、 、利用者が尾瀬の貴重な自然について認識を深め 適正利用を促進することを目的として

尾瀬沼及び山の鼻の両ビジターセンターの職員等により、自然解説活動を実施する。

イ 環境学習推進事業

「環境学習の場」としての尾瀬の利用促進を図るため、山の鼻ビジターセンターでミニ

ツアー・尾瀬学校の受け入れ協力を実施するほか、学校の利用状況についてインターネッ

トを通じた情報発信を行う。

ウ 出張講演の充実

旅行業者、行政機関、教育機関等が主催する講演会等への出張講演に積極的に対応し、

尾瀬の貴重な自然や適正利用の推進などのレクチャーを通じて、尾瀬国立公園のすばらし

さを広く一般の方々に広報していく。

③ 研修事業

ア 指導者の養成

職員の資質向上を図り、指導者として養成するため、各種研修会に派遣する。

イ 導入研修（新規採用職員等研修）

円滑な業務運営を図るため、新規職員を対象に、財団職員としての心構え、業務内容及

び国立公園制度などの研修を実施する。

ウ 救急救命研修

中高年の入山者が目立つ中で、入山者の安全・安心を確保するため、ビジターセンター

職員を対象に応急手当、体外式除細動器（ＡＥＤ）操作訓練等を内容とする救急救命研

修を実施する。

④ 啓発ＰＲ事業

ア 機関誌の発行

四季折々の自然、財団の活動状況、その他尾瀬に関する幅広い情報を関係者や一般の方

々等に提供するため、機関誌「はるかな尾瀬」を引き続き刊行する。

イ 尾瀬フォーラム 「わたしの尾瀬」フォトコンテスト、写真展等の開催、

尾瀬の魅力を広く一般に伝えるため、福島、前橋、新潟の各ＮＨＫ放送局等と共催でフ

ォトコンテストを実施するとともに、その入選作品の写真展を３県を中心に開催する。

また、尾瀬の自然や財団活動に対する一般の方々の理解を深めるため、｢第11回尾瀬フ

ォーラム｣を開催する。

ウ 啓発リーフレット等の作成・配布

利用分散化の推進を図るため、尾瀬地域の交通対策等のリーフレットを作成し、関係機

関・団体及び入山者等に配布する。

エ ホームページの管理運営

尾瀬の保護と適正利用を推進するとともに、財団の活動を周知するため、タイムリーな

自然情報や財団の財務等の情報をホームページに掲載する。

また、海外への情報発信を強化するため、当財団ホームページ及び簡易なパン
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フレット等の英語版を作成する。

オ 尾瀬ガイダンス

旅行業者を対象としたガイダンスを行い、尾瀬の現状と適切な利用方法（マナ

ー、ルールの遵守や利用の分散）について、ツアー客への協力を依頼する。

(2) 環境保全事業

① 植生復元事業

荒廃した湿原等の植生を復元・保全するため、尾瀬沼地区や燧ヶ岳北面などの植生荒廃地

について、事業を実施する。

② 至仏山保全対策

至仏山保全対策会議において至仏山の保全について広く検討する。

、 、 （ 、なお ２１年度からは 浸食や裸地化の進行が激しい３ルート 東面登山道上部

小至仏山南面、オヤマ沢田代）について、現登山道及び迂回ルート候補地の状況を

把握するための環境調査を実施する。

③ 山ノ鼻地区気象観測

山ノ鼻地区の気象を観測し、データを整理する。

(3) 施設管理事業

公園施設の安全・快適な利用を図るため、環境省、群馬県等から委託を受け、施設の維持管

理等及び入山者に対する情報提供を行う。

① 施設維持管理事業

ア ビジターセンターの管理運営

(ｱ) 尾瀬沼ビジターセンター等管理運営

(ｲ) 尾瀬山の鼻ビジターセンター管理運営・衛星インターネット導入

イ 公衆トイレの維持管理

(ｱ) 山の鼻公衆トイレ管理

(ｲ) 竜宮公衆トイレ管理

(ｳ) 尾瀬沼集団施設地区公衆便所管理

(4) 調査研究事業

① 尾瀬国立公園利用適正化推進事業

尾瀬の自然環境を保全していくため、依然として特定の時期や場所に入山者が集中してい

る現状を踏まえ、利用の適正化を図るための対策を実施するとともに、安全で快適な利用方

策について調査研究を行う。またツキノワグマについての生息状況調査を行うとともに、マ

ニュアルに基づいた危険回避対策を実施する。

② 尾瀬国立公園協議会

尾瀬ビジョンの進行管理と２１世紀の新しい尾瀬国立公園づくりを進めるため、

「尾瀬国立公園協議会」を設置し、その運営を行う。

③ 尾瀬国立公園編入地域調査事業

新たに尾瀬国立公園に編入された会津駒ヶ岳地区及び田代山帝釈山地区の貴重な

自然生態系を守るため、動物・植物・水質・地質・気象等の環境調査を実施し、自
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然生態系の保護復元に必要な基礎的な資料を収集する。

(5) 顕彰事業

湿原に関する学術研究を奨励し、優れた業績を挙げた者に対し尾瀬賞を授与するため、研究

者から「第１３回尾瀬賞」の論文を募集する。

また、２１年度から、将来有望な研究者に対し尾瀬奨励賞を授与する。

(6) 友の会事業

財団活動に対する支援を幅広く求めるため、会員増加に努める。

また、友の会の会員期間について、年度制（4/1～3/31）から年間制（加入又は更

新から１年間）への変更を行い、加入促進を図る。

(7) 関係者連携対策

① 尾瀬サミット２００９の開催

財団役員をはじめ尾瀬関係者が一堂に会し 尾瀬に関する課題等について話し合うため 尾、 、「

瀬サミット２００９」を開催する。

開催予定時期：８月上旬 開催予定場所：未定

尾瀬国立公園関係者連絡会議の開催②

尾瀬関係者が情報を共有し、緊密な連携の下で公園事業等の円滑な推進を図るため、環境

省、３県１市１町２村、東京電力、尾瀬山小屋組合等を構成員とする連絡会議を開催する。

(8) 財団の運営

① 理事会、評議員会の開催

事業計画、予算、その他重要事項等について審議を行うため、通常理事会、評議員会を６

月と３月に開催する。

企画運営委員会の開催②

財団が取り組むべき事業や懸案事項などについて検討するため、財団関係者からなる企画

運営委員会を開催する。

③ 寄付金の募集

、 、財団事業の充実と財政基盤の強化を図るとともに 尾瀬に対する幅広い支援を求めるため

特定公益増進法人の認定制度を活用し、寄付の案内文書の送付や訪問などにより企業・団体

等に対し積極的に寄付を募る。

(9) 物品の販売（特別会計）

尾瀬の自然環境保全のＰＲと財団の財源確保のため、ガイドブックなどの書籍、地図及びフ

ォトカレンダー等の販売を行う。

(10) その他

尾瀬カードの募集

財団の活動財源を安定的に確保するため、信販会社と提携して「尾瀬カード」の発行を引

き続き促進する。


